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設計図書に対する質問・回答書 

令和 6年 4月 8日 

対象工事名  基町庁舎浸水対策工事 

閲覧期間   令和 6年 4 月 8日（月）～令和 6年 4月 12日（金） 

 

番号 質疑 回答 

１ 

工事設計書（設計書（又は公開数量書））（※以下：工事設計

書）に記載の数量について、設計図と差異があった場合は、質

疑回答で指示のあったものを除き、協議対象にしていただける

と考えてよろしいでしょうか。 

工事設計書に記載されている数量は、広島市水道局建設工事請

負契約約款第１条に定める設計図書（図面及び仕様書等）では

なく、参考数量であり、脱漏、誤謬があり得ることを了知のう

え設計図面をもとに適切に対応してください。 

 

２ 
工事設計書 P.23，27，30，44，52，55，60 鉄筋探査につい

て、データの提出は不要と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

３ 

特記仕様書№５ その他【注意事項】６番目の電気設備機器の

コンクリート架台の施工時期は、設計図Ａ－47により、３期工

事と考えてよろしいでしょうか。 

電気設備機器の移設（別途発注工事）は、１期工事を予定して

いるため、コンクリート架台の施工時期も１期工事を予定して

います。 

４ 

特記仕様書№５ その他【注意事項】７番目に敷地東側境界沿

いの工事は令和６年 10月以降施工とありますが、令和６年 10

月以降であればいつでも構わないと考えてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 
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番号 質疑 回答 

５ 

特記仕様書№５ その他【注意事項】８番目の敷地北側境界沿

いの工事について、記載の期間、㈱中国電力の敷地を使用する

際に、禁止事項があればご指示願います。また、借地料は見込

まなくてもよろしいでしょうか。 

禁止事項は現段階では特にありませんが、場合によっては㈱中

国電力と協議が必要です。また、借地料は水道局負担です。 

６ 

特記仕様書№５ その他【注意事項】８番目の敷地北側境界沿

いの工事について、㈱中国電力側の敷地境界にメッシュフェン

スがあります。工事の際にはフェンスがなくなっていると考え

てよろしいでしょうか。もしフェンスが設置したままであった

場合、一時撤去することは可能と考えてよろしいでしょうか。 

当該フェンスは、本工事に支障のある位置にはないと考えてい

ますが、フェンスが支障となる場合、別途㈱中国電力と協議が

必要です。 

７ 

特記仕様書№５ その他【注意事項】11番目に記載の来庁者用

の地上駐車場スペースについて、最低限とは何台分程度でしょ

うか。また、閉庁日とは水道局の閉庁日と考えて、旅券センタ

ーの閉所日ではないと考えてよろしいでしょうか。 

３期工事の 11台が最低限と考えています。閉庁日については、

貴見のとおりです。 

８ 

建築改修工事特記仕様書№４ ２章仮設工事 ５．工事用水に

ついて、既存の施設が利用できることとなっています。駐車場

等に利用可能な散水栓があると考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

９ 

建築改修工事特記仕様書№４ ２章仮設工事 ６．工事用電力

について、既存の施設が利用できることとなっています。工事

に使用しても支障のない分電盤があると考えてよろしいでしょ

うか。 

工事に使用してもよい分電盤はありませんが、単相であれば使

用することは可能です。また、三相２００Ｖ以上を使用する際

は別途協議が必要です。 
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番号 質疑 回答 

１０ 

建築改修工事特記仕様書№５ ３章土工事 ３．埋戻しおよび

盛土の種別について、Ｂ種となっていますが、工事設計書の

「根切り」と「建設発生土運搬」「建設発生土処分費」の数量が

近しいことから、埋戻し土はＡ種と考えてよろしいでしょう

か。 

埋戻し土はＢ種で見込んでいます。数量に誤りがあり、設計書

を修正します。 

１１ 

建築改修工事特記仕様書№９ 10章タイル工事 １．材料につ

いて、既存のタイルは廃盤となっているおそれがあります。形

状・色が合わない可能性があることはご承知おきいただけてい

ると考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

１２ 

建築改修工事特記仕様書№27 23章石綿含有建材の除去工事 

２．一般事項について、石綿含有建材の調査を行うことになっ

ていますが、調査の結果、分析調査範囲外に石綿が含有してい

るおそれが生じた場合、分析調査及び石綿含有建材の除去に伴

う費用は協議対象にしていただけると考えてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

１３ 

設計図Ａ－02，03，13，14，39 ④庁舎正面玄関に「アルミ製

止水板 1000X900」を１基取付けると考えてよろしいでしょう

か。 

貴見のとおりです。 

１４ 

設計図Ａ－04，48 ①工事のうち、土間工事及びＳＵＳ製スイ

ング扉の吊り込み時等、地下駐車場への入口を封鎖してもよろ

しいでしょうか。また、その他工事の施工中は地下駐車場スロ

ープを片側通行としてもよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。ただし、特記仕様書№５ その他【注意事

項】11 番目のとおりです。 
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番号 質疑 回答 

１５ 
設計図Ａ－05，21 止水性能付誘発目地材のＡ材（亜鉛メッキ

鋼板）について、山高は 20と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

１６ 

設計図Ａ－07 Ｄ断面詳細図において記載の、既存ＲＣ壁と新

設ＲＣ壁をつなぐ厚 100のコンクリート内溶接金網に対してア

ンカーの記載がありません。不要と考えてよろしいでしょう

か。 

金属拡張アンカー（D10＠300）が必要です。図面、設計書とも

に修正します。 

１７ 

設計図Ａ－07 Ｂ・Ｃ・Ｄ断面詳細図において記載の樹脂差筋

アンカーD13＠150ですが、工事設計書 P.55の数量は１列分で

あると思われます。２倍にした数量を正と考えてよろしいでし

ょうか。 

貴見のとおりです。数量に誤りがあり、設計書を修正します。 

１８ 
設計図Ａ－10他 樹脂差筋アンカーについて、ハンマードリル

による施工と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

１９ 

設計図Ａ－18，19，34 電気設備工事のコンクリート架台を施

工する範囲について、現在植栽がありますが撤去の指示があり

ません。撤去植栽の詳細をご指示願います。 

ヒイラギナンテン（H=1.0未満）の撤去が必要です。図面、設

計書ともに修正します。 

２０ 

設計図Ａ－21 Ｂ・Ｃ断面詳細図に記載の横引きドレンを設置

する排水溝について、底に防水モルタルは不要と考えてよろし

いでしょうか。 

貴見のとおりです。 

２１ 

設計図Ａ－23，24 アスファルト舗装の撤去範囲と新設範囲が

異なります。相違範囲のアスファルト舗装撤去は別途電気設備

工事にて施工し、仮舗装撤去と舗装新設のみ本工事に含まれる

と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 
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番号 質疑 回答 

２２ 

設計図Ａ－34，35 植栽の撤去と植え付けについて、設計図書

P.57，62と相違があります。設計図を正と考えてよろしいでし

ょうか。 

貴見のとおりです。図面、設計書ともに修正します。 

２３ 

設計図Ａ－35 植栽範囲について、ＲＣ壁新設に伴い掘削する

必要がありますが、埋戻し土は質疑 No.10によりＡ種埋戻し土

でよろしいでしょうか。 

質疑 No.10のとおりです。 

２４ 
設計図Ａ－36，47 地下１階の工事は特に工期指定がないと考

えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

２５ 

設計図Ａ－47～49・工事設計書 P.73，74 交通誘導員Ｂについ

て、設計図に指定仮設とありますので、工事設計書に記載の数

量は指定数量と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

２６ 

設計図Ａ－47 ①ＳＵＳ製スイング扉・④アルミ製スライド

扉・⑤浮力起伏式について、各々納期が６ヶ月・６ヶ月・５ヶ

月となっています。図面右下に「工期割については参考とす

る」とありますので、止水板の納期を踏まえて各工区の期割を

変更することは可能と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

２７ 

設計図Ａ－47の１期工事に記載の電気設備工事範囲は仮囲い等

がなく、既存駐輪場への出入りは可能と考えてよろしいでしょ

うか。 

貴見のとおりです。 

２８ 

設計図Ａ－47の１期工事に「アスベスト除去を行う期間中は仮

設駐輪場とする。」との記載がありますが、アスベスト除去期間

外は仮設駐輪場は不要と考えてよろしいでしょうか。 

貴見のとおりです。 
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番号 質疑 回答 

２９ 

設計図Ａ－48 来庁者の出入りについて、④庁舎正面出入口及

び⑥西エントランス出入り口を塞いでいる間は⑦庁舎中央出入

り口及び⑧東エントランス出入り口から、⑦庁舎中央出入り口

及び⑧東エントランス出入り口を塞いでいる間は④庁舎正面出

入口及び⑥西エントランス出入り口からの出入りと考えてよろ

しいでしょうか。 

貴見のとおりです。 

 

 

 

 

 


